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1.1 調査スケジュール

本調査研究事業においては、有識者検討会での議論、全国意見照会の結果を踏まえ、
2026年3月末までに成果物を取りまとめてまいります。

▼ スケジュール

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

全国意見照会の実施

第1回検討会 第2回検討会 第3回検討会 業務完了

最終取りまとめ

保育業務施設管理プラットフォームR8要件定義

保育業務施設管理プラットフォームR７設計・開発

成果物原案の
作成

成果物原案への
有識者検討会結果、全国意見照会結果反映

有識者検討会の開催 第1回・第2回・第3回

1. 第２回有識者検討会の目的のご説明
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1.2 第２回有識者検討会での議論事項

第２回有識者検討会では、頂戴した意見を基にした成果物案の取りまとめ結果、及び、全国
意見照会の実施内容についてご説明させていただき、御意見を頂戴したいです。

有識者検討会の議論事項案

‣調査背景、調査全体像のご説明
‣成果物案の取りまとめ状況のご説明と議論

第1回有識者
検討会 (7月)

‣成果物案の取りまとめ状況のご説明
‣第1回検討会にて対して頂戴した御意見への対応方針に関する議論
‣全国意見照会の実施内容のご説明と議論

第2回有識者
検討会 (9月)

‣全国意見照会の実施結果のご説明と議論
‣最終取りまとめ状況のご説明と議論
‣調査の中で挙がった次年度以降の課題等のご説明と議論

第3回有識者
検討会 (12月)

全国意見照会 (10月)

① 監査調書一覧（案）
② 事務フロー（案）
③ 自己点検票（標準様式）（案）※③については、第2回検討会にてご提示

成果物原案作成

本会議

第1回で成果物原案をご説明し、原案に対する意見を収集し、
第2回にて意見の反映方針を議論。

第2回での議論結果を踏まえ、全国意見照会を実施。

全国意見照会の結果と、成果物への反映方針を議論。

今後、他に議論が必要な論点等がございましたら、
意見交換の際に、御意見を頂戴できますと幸いです。

1. 第２回有識者検討会の目的のご説明
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本調査研究事業で作成する「事務フロー（案）」、「監査調書一覧（案）」、「自己点検票
（標準様式）（案）」の作業状況をご説明します。

2.1 成果物の取りまとめ概況

• 監査業務において、デジタル化を想定した標準的な事務フロー。
【資料２－２】
事務フロー（案）

• 標準的な監査事項として、自治体による「監査評価項目」及び保育施設等によ
る「自己点検項目」・「事前提出情報」・「事前提出書類」について、その「評価区
分」や「根拠法令」等を整理した一覧。
※一覧の各列の定義については、別紙【資料２－１】に記載しております。

【資料２－１】
監査調書一覧（案）

• 保育施設等が、自治体による監査実施前に、自己点検を行うための標準様式。
（監査調書一覧（案）をインプットとして作成。）

【資料２－３】
自己点検票（標準様式）

（案）

各成果物の取りまとめ概況

第１回検討会で頂戴した御意見を反映済です。

【資料２－１】監査調書一覧（案）を基に、様式化を行いました。

第
２
回
検
討
会
提
示
範
囲

2. 成果物案の取りまとめ状況のご説明
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第１回検討会後に書面にて頂戴した御意見のサマリとなります。頂戴した御意見は、対応方
針及び成果物反映要否を検討の上、必要と判断した事項について、反映いたしました。

2.2 第１回検討会後に書面にて頂戴した御意見のサマリ

書面にていただいた御意見のサマリ

成果物 御意見対象 御意見分類 対象数

監査調書一覧（案） 監査評価項目・自己点検項目 監査評価項目への追加 37

監査調書一覧 監査評価項目・自己点検項目 監査評価項目からの削除 4

監査調書一覧 監査評価項目・自己点検項目 監査評価項目の統合 4

監査調書一覧 監査評価項目・自己点検項目 監査調書項目の文言の更新 11

監査調書一覧 監査評価項目・自己点検項目 監査調書項目の自治体間の差分に関する御意見 2

監査調書一覧 事前提出情報・事前提出書類 事前提出書類・情報への追加 15

根拠法令等・関連法令等 根拠法令等に関する御意見 6

根拠法令等・関連法令等 関連法令等に関する御意見 2

監査調書一覧 着眼点 着眼点への追記 24

着眼点からの削除 3

経過措置 経過措置一覧に関する御意見 2

監査調書一覧 評価区分 口頭指摘事項への変更 8

助言指導事項への変更 1

会計に関する箇所 会計に関する御意見 25

事務フロー（案） 事務フロー 事務フローに関する御意見・御質問 4

全体に関する御意見 - 監査項目の量に関する御意見 2

監査調書一覧の取扱い方針に関する御意見 7

行政手続法Q＆A Q14に関する御意見 6

計 163

2. 成果物案の取りまとめ状況のご説明
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頂戴した御意見と検討した対応方針の全量については、【資料３】をご参照ください。
2.3 【資料３】御意見一覧について

御意見一覧

2. 成果物案の取りまとめ状況のご説明

御意見一覧は【資料３】にて、
取りまとめておりますので、別紙をご確認ください。
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【資料２ー３】自己点検票（標準様式）（案）について、監査調書一覧（案）に基づき、
監査の種別及び保育施設等の分類毎にそれぞれ以下の構成で作成しております。

2.4 自己点検票（標準様式）（案）の作成について【作成粒度】

2. 成果物案の取りまとめ状況のご説明

①施設基本情報部分（全施設共通）

F：特定子ども・子
育て支援施設等

自
己
点
検

根
拠
法
令
等
一
覧

G：
教育・保育施設等

自
己
点
検

根
拠
法
令
等
一
覧

③公定価格部分 （※）

幼稚園
教育標準時間
認定１号

保育所
保育認定
２・３号

認定こども園
教育標準時間認定１号、

保育認定２・３号

家庭的保育事業
保育認定３号

小規模保育事業
Ａ型・Ｂ型

保育認定３号

小規模
保育事業Ｃ型
保育認定３号

事業所内
保育事業

保育認定３号

居宅訪問型
保育事業

保育認定３号

②自己点検・事前提出書類・事前提出情報部分（※）

A：保育所

自
己
点
検

事
前
提
出
書
類

事
前
提
出
情
報

根
拠
法
令
条
文
一
覧
別
紙

経
過
措
置
一
覧

根
拠
法
令
等
一
覧

施設監査

確認指導監査

D：
特定教育・保育施設

自
己
点
検

事
前
提
出
情
報

根
拠
法
令
等
一
覧

事
前
提
出
書
類

B：幼保連携型認定こども園

自
己
点
検

事
前
提
出
書
類

事
前
提
出
情
報

根
拠
法
令
条
文
一
覧
別
紙

経
過
措
置
一
覧

根
拠
法
令
等
一
覧

C：家庭的保育事業等

自
己
点
検

事
前
提
出
書
類

事
前
提
出
情
報

根
拠
法
令
条
文
一
覧
別
紙

経
過
措
置
一
覧

根
拠
法
令
等
一
覧

E：
特定地域型保育事業

自
己
点
検

事
前
提
出
情
報

根
拠
法
令
等
一
覧

事
前
提
出
書
類

確認指導監査
業務管理体制の
整備に関する検査

（※）監査種別及び施設分類毎に作成しているため、該当するシートに回答いただく。

自己点検票（標準様式）（案）の作成粒度
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2.4 自己点検票（標準様式）（案）の作成について【ご確認いただきたい観点】

【資料２ー３】自己点検票（標準様式）（案）につきまして、自治体様の実態との差分や運
用面でのご懸念等がございましたら、御意見を頂戴したいです。

• 施設の名称等の基本情報を指す。
※システム化に当たっては、保育業務施
設管理プラットフォームより取得可能とす
る予定。

• 自己点検部分では、保育施設等が「適・
否」を自己点検する項目。毎年の監査
都度、保育施設等に入力を求める予定。

• 事前提出情報部分では、認可基準等に
適合しているか、計算式を用いて判定す
る必要があり、保育施設等へ情報として
入力を求める項目。※システム化に当
たっては、昨年度の監査時の情報、給付
申請情報等を取得可能とする予定。

• 公定価格部分では、自己点検部分と同
様に、公定価格確認事項に対して保育
施設等が「適・否」を自己点検する項目。

【御意見いただきたい観点】

運用上の課題や懸念点等ございましたら、御意見を頂戴したいです。

監査調書一覧（案）の御意見いただきたい観点

①基本情報部分

②自己点検・事前提出書類・
事前提出情報部分

③公定価格部分

2. 成果物案の取りまとめ状況のご説明

• 自己点検

• 事前提出情報



3. 第１回検討会にて頂戴した御意見への対応方
針に関する議論
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3.1 御意見を踏まえた主な対応事項

御意見等を踏まえた、主な対応事項概要を示します。それぞれ対応事項について、懸念点等
がございましたら御意見を頂戴したいです。

対応No. 対象成果物 対応概要 対応詳細

１

監査調書一覧
（案）

各種通知との
整合性の精査

• 施設監査について、以下通知で示す着眼点等を踏まえ、標準的な監査調書一覧（案）への追加を
行いました。（※一部、実態等を鑑み、追加不要と判断した項目も含む。）

• 「児童福祉行政指導監査の実施について（通知）」（令和7年3月こ成事第175号）
• 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連

携型認定こども園に対する指導監査について（通知）」（令和6年9月 こ成基第186号）
• 「児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について（通知）」（平成27年12月

雇児発1224第２号）

２
毎年の確認を任意とす

る項目の精査

• 施設監査における設備等に関する項目については、変更の頻度が低いと想定されるため、監査における
業務負荷軽減を考慮し、「毎年の確認を任意とする項目」として精査を行いました。

３
指導監督権限のない

項目の精査

• 指導監督権限のない項目については、監査調書一覧（案）の「評価区分」列を「参考項目」とし、「行
政指導は実施できないが、通知等に従い、適宜、指導監督権限を有する行政機関と連携する等を求
める項目」として精査を行いました。

４
評価区分の定義の

見直し

• 個別のケースに応じて、自治体判断により「文書指摘事項」を「口頭指摘事項」に変更する場合の「改
善報告書の提出を行わずとも改善が見込まれる場合」の具体的な観点を精査しました。

５
その他、御指摘を踏ま

えた反映

• 監査評価項目への追加や削除、着眼点への追記、事前提出書類の追加等、御意見を踏まえ、それぞ
れ反映させていただきましたので、反映内容については、【資料３】御意見一覧をご参照ください。

6 全体
監査調書標準化方針
に関する御意見への対

応

• 監査調書標準化方針に関して、御意見いただいた内容について検討いたしました。（本検討結果は、
全国意見照会資料への反映を行いました。）

御意見を踏まえた成果物への対応事項概要

3. 第１回検討会にて頂戴した御意見への対応方針に関する議論
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第１回検討会にて、「国通知に記載の項目とは差異が確認される」との御意見を頂戴しました
こと等を踏まえ、国通知との整合を改めて確認の上、反映要否を検討しております。

3.2 対応内容 対応No.１：「各種通知との整合性の精査」

3. 第１回検討会にて頂戴した御意見への対応方針に関する議論

国通知（※
１）で示す事

項

監査調書一覧
（案）

設備運営基準
等の基準

設備運営基準
等以外の法令

等

国通知（※1）と、今回の監査調書一覧の関係性について

赤枠部分の設備運営基準等以外を根拠とする
法令について、監査調書一覧（案）への追記要
否を検討いたしました。確認結果は、次頁参照。

追記要否検討箇所

（※1）「児童福祉行政指導監査の実施について（通知）」（令和7年3月こ成事第175号）、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の
推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園に対する指導監査について（通知）」（令和6年9月こ成基第186号） 、「児童福祉法に基づく家庭的
保育事業等の指導監査について（通知）」（平成27年12月雇児発1224第２号）を指す。
（※2）指導監督権限がない項目の取扱いについては、p17にてご説明。

指導監督権限がない
項目（※2）
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3.2 対応内容 対応No.１：「各種通知との整合性の精査」

各種通知との整合確認を行った結果、確認指導監査における監査評価項目と重複している
以下項目については、監査調書一覧（案）への反映を不要としております。

通知上の主眼事項 通知上の着眼点

第1 適切な入所者支援の確保 （２）入所児童の年齢制限を行っていないか。

１０ 入所者支援の充実 キ 事故発生時には速やかに当該事実を都道府県知事等に報告しているか。

１０ 入所者支援の充実
（７）保育所における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には、検証
結果を踏まえた再発防止の措置を講じているか。

保育所通知（※1）のうち、監査調書一覧への反映を不要とした事項

幼保連携型認定こども園通知（※2）のうち、監査調書一覧への反映を不要とした事項

家庭的保育事業等通知（※３）のうち、監査調書一覧への反映を不要とした事項

通知上の主な監査事項 通知上の主な監査事項（詳細）

（１）教育・保育環境の整備に関する事項 ② 認可定員の遵守状況

3. 第１回検討会にて頂戴した御意見への対応方針に関する議論

（※1）「児童福祉行政指導監査の実施について（通知）」（令和7年3月こ成事第175号）
（※2）「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園に対する指導監査について（通知）」
（令和6年9月 こ成基第186号）
（※3）「児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について（通知）」（平成27年12月雇児発1224第２号）

通知上の主眼事項 通知上の着眼点

該当なし -
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第１回検討会書面にて、「全体的に設備面の確認項目が多い」との御意見を頂戴しましたこ
と等を踏まえ、設備の項目について、毎年の確認を任意とする項目の精査を行いました。

3.2 対応内容 対応No.２：「毎年の確認を任意とする項目の精査」

# 項目名 列の説明

1 番号 通し番号にて採番。

2 大分類/中分類/分類 「監査評価項目・自己点検項目」の分類。

3 基本的な考え方（根拠条文） 根拠法令等の条文。※「監査評価項目・自己点検項目」に回答する際に、参考として参照することを想定。

4 監査評価項目・自己点検項目
根拠法令等に基づいて、自治体及び保育施設等が、基準等への適否を確認するための項目。
※自治体による「監査評価項目」、及び、保育施設等による「自己点検項目」は同じ項目内容にて確認する方針。

5 監査評価項目・自己点検項目の定義
「監査評価項目・自己点検項目」に対して、確認結果を登録する際の選択肢。
※いすれも「選択制（適／否／対象外）」とし、「対象外」を選択する際は、その理由を備考欄に記入する形を想定。

6 評価対象となる施設 「監査評価項目・自己点検項目」の評価・回答対象の施設類型。

7 評価区分 「監査評価項目・自己点検項目」の評価区分。※評価区分の定義については、次頁を参照。

8 経過措置 経過措置が設けられている場合、その経過措置の内容。

9 着眼点 自治体職員が実地監査等での評価を行うにあたり、「着眼点」として、確認すべき書類や確認すべき観点。

10 事前提出書類 自己点検票と併せて、保育施設等へ事前に提出を求める添付書類。

11 事前提出情報
設備基準における設備面積や児童の数等、判定基準に計算ロジックが含まれるものについて、システム上での自動計算等の管理を想定
し、自己点検票と併せて、事前に提出（入力）を求める情報。※給付申請情報等の保育業務施設管理プラットフォーム上で管理してい
る項目については、自動取得可能とする想定。

12 根拠法令等 根拠となる法令とその条項。

13 関連法令・告示・通知等 根拠法令の他に、関連する法令・告示・通知等。

14 毎年の確認を任意とする項目
「直近の監査において指摘があった場合」又は「図面の変更有と回答があった場合」を除き、毎年の確認を任意とする項目。
※該当項目の列を「●」とする。

15 参考項目
指導監督権限がないため行政指導は実施できないが、通知等に従い、適宜、指導監督権限を有する行政機関と連携する等を求める項
目。※該当項目の列を「●」とする。

16
確認指導監査との重複/
施設監査との重複

確認指導監査と施設監査において、両監査の「監査評価項目・自己点検項目」が重複する項目。※該当項目の列を「●」とする。

監査調書一覧（案）の列の定義

3. 第１回検討会にて頂戴した御意見への対応方針に関する議論

新規追加
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第１回検討会書面にて、「指導監督権限のない項目が含まれている」との御意見を頂戴しま
したこと等を踏まえ、「参考項目」としての精査を行いました。

3.2 対応内容 対応No.３：「指導監督権限のない項目の精査」

# 項目名 列の説明

1 番号 通し番号にて採番。

2 大分類/中分類/分類 「監査評価項目・自己点検項目」の分類。

3 基本的な考え方（根拠条文） 根拠法令等の条文。※「監査評価項目・自己点検項目」に回答する際に、参考として参照することを想定。

4 監査評価項目・自己点検項目
根拠法令等に基づいて、自治体及び保育施設等が、基準等への適否を確認するための項目。
※自治体による「監査評価項目」、及び、保育施設等による「自己点検項目」は同じ項目内容にて確認する方針。

5 監査評価項目・自己点検項目の定義
「監査評価項目・自己点検項目」に対して、確認結果を登録する際の選択肢。
※いすれも「選択制（適／否／対象外）」とし、「対象外」を選択する際は、その理由を備考欄に記入する形を想定。

6 評価対象となる施設 「監査評価項目・自己点検項目」の評価・回答対象の施設類型。

7 評価区分 「監査評価項目・自己点検項目」の評価区分。※評価区分の定義については、次頁を参照。

8 経過措置 経過措置が設けられている場合、その経過措置の内容。

9 着眼点 自治体職員が実地監査等での評価を行うにあたり、「着眼点」として、確認すべき書類や確認すべき観点。

10 事前提出書類 自己点検票と併せて、保育施設等へ事前に提出を求める添付書類。

11 事前提出情報
設備基準における設備面積や児童の数等、判定基準に計算ロジックが含まれるものについて、システム上での自動計算等の管理を想定
し、自己点検票と併せて、事前に提出（入力）を求める情報。※給付申請情報等の保育業務施設管理プラットフォーム上で管理してい
る項目については、自動取得可能とする想定。

12 根拠法令等 根拠となる法令とその条項。

13 関連法令・告示・通知等 根拠法令の他に、関連する法令・告示・通知等。

14 毎年の確認を任意とする項目
「直近の監査において指摘があった場合」又は「図面の変更有と回答があった場合」を除き、毎年の確認を任意とする項目。
※該当項目の列を「●」とする。

15 参考項目
指導監督権限がないため行政指導は実施できないが、通知等に従い、適宜、指導監督権限を有する行政機関と連携する等を求める項
目。※該当項目の列を「●」とする。

16
確認指導監査との重複/
施設監査との重複

確認指導監査と施設監査において、両監査の「監査評価項目・自己点検項目」が重複する項目。※該当項目の列を「●」とする。

監査調書一覧（案）の列の定義

3. 第１回検討会にて頂戴した御意見への対応方針に関する議論

新規追加
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第１回検討会にて、「評価区分の曖昧さ」についての御意見を頂戴しましたこと等を踏まえ、
評価区分の定義の太字部分を更新いたしました。

3.2 対応内容 対応No.４：「評価区分の定義の見直し」

No. 評価区分 定義案

1 文書指摘事項
• 設備運営基準・運営基準（※）等の関係法令、及び、関係通知等に違反する場合

は、原則として「文書指摘事項」とする。（保育施設等からの改善報告書の提出を要す
るものとする。）

2 口頭指摘事項

• 違反について改善報告書の提出を行わずとも改善が見込まれる場合は、自治体の判断
で「文書指摘事項」から「口頭指摘事項」に変更できる。（保育施設等からの改善報告
書の提出は要しないものとする。）

※改善報告書の提出を行わずとも改善が見込まれる場合とは、具体的には以下の観点から
判断を行うこと。

• （軽微な違反の観点）単発的な事務処理のミス等で、修正が容易又は指摘
時点での修正対応が可能な場合。

• （経過措置の観点）施設の開設初年度等で初めての監査実施であり、実際
の運営や安全に大きな支障がない、かつ、再発リスクが低い場合。又は、設備
運営基準・運営基準（※）等の関係法令及び関係通知等の改正に伴い、経
過措置を適用する場合。

3 助言指導事項 • 法令等の努力義務規定違反、及び、「口頭指摘事項」に至らない軽微な指摘や水準
向上のための助言は、「助言指導事項」とする。

※「設備運営基準」は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和二十三年十二月二十九日）、家庭的保育事業等の設備及び運
営に関する基準（平成二十六年四月三十日）、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成二十
六年四月三十日）を指す。

   「運営基準」は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成二十六
   年四月三十日）を指す。

評価区分の定義案

3. 第１回検討会にて頂戴した御意見への対応方針に関する議論
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3.2 対応内容 対応No.６：「監査調書標準化方針に関する御意見」

監査調書標準化方針に関する御意見をいただいており、対応方針を検討いたしました。本内
容を踏まえ、全国意見照会資料を作成しております。

御意見
一覧上
のNo

御意見分類 御意見内容 対応方針（案）

135

監査調書一覧の
取扱い方針に関
する御意見

改正予定の国通知も、現行と同様に、技術的助言の位置
付けか。それであれば、今回標準化する監査評価項目も、
技術的助言の位置付けとなり、各項目を実際に適用するか
否か、自治体が選択できる形式となるのか。（必須項目とす
るならば、技術的助言である国通知との整合性はどのように
考えたらよいか。なお、参酌基準も含まれていると思われ
る。）

• 技術的助言の位置づけであるため、国として示
す標準的な一覧を基に、自治体の独自基準や
実態等に則し、各項目の内容の更新等を行って
いただく予定です。

• また、関連する国通知との整合については、第1
回検討会のご意見等を踏まえ、整理を行ってお
ります。

136

自己点検項目及び事前提出書類は、各項目ごとに、自治
体が取捨選択できるようにしてはどうか。（監査の手法は、
自治体によって様々。どの程度の書類を事前に提出させて確
認するかは、監査の人員体制や方針等によって異なる。）

• 自己点検項目や事前提出書類の取捨選択に
ついて、標準化の方針を検討してまいります。

137
評価区分について、各項目ごとに、自治体が文書指摘か、
口頭指摘か、選べるようにしてはどうか。

• システム化に当たっては、別途今後の要件定義
の中で検討してまいります。

138

根拠法令や関係法令等が、結果通知の様式に反映される
仕組みなのであれば、設備運営基準等を自治体の条例等
に置き換えて表示できる仕様となるのか。（国基準は施設に
直接適用されるものではなく、自治体が条例を定めるための
基準であるため。）

• システム化に当たっては、別途今後の要件定義
の中で検討してまいります。

3. 第１回検討会にて頂戴した御意見への対応方針に関する議論

監査調書標準化方針に関する御意見



4. 全国意見照会の実施内容のご説明と議論
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全国意見照会向けの説明資料につきまして、【別紙４】にてご説明させていただきます。他に意
見照会すべき事項や、資料の懸念点等がございましたら、御意見を頂戴できますと幸いです。

4.1 実施内容のご説明と議論

全国意見照会説明資料（2025年9月時点）

4. 全国意見照会の実施内容のご説明と議論

2025年９月時点
Draft



5. 意見交換

当日、口頭にて御意見いただくことを想定しております。

【資料２ー１】監査調書一覧（案）等の内容について、御意見いただけます場
合は、全国意見照会にて御回答いただけますと幸いでございます。
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